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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
三
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ

の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一
条
の
二
の
三

法
第
六
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
一
条
の
二
の
三

法
第
六
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
施
設
は
、
保
育
所
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に

め
る
施
設
は
、
保
育
所
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に

規
定
す
る
幼
稚
園
（
以
下
「
幼
稚
園
」
と
い
う
。
）
、
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校

規
定
す
る
幼
稚
園
（
以
下
「
幼
稚
園
」
と
い
う
。
）
、
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校

の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
及
び
特
別
支
援
学
校
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
及
び
特
別
支
援
学
校
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
七
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る

十
七
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る

認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
（
保
育
所
又
は
幼
稚
園

認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
（
保
育
所
又
は
幼
稚
園

で
あ
る
も
の
を
除
く
。
第
二
十
四
条
及
び
第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
一
項
を
除
き

で
あ
る
も
の
を
除
く
。
第
二
十
四
条
及
び
第
三
十
六
条
の
三
十
五
を
除
き
、
以
下

、
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
児
童
が
集
団
生
活
を
営
む
施
設
と
し
て
市
町
村
が
認
め

同
じ
。
）
そ
の
他
児
童
が
集
団
生
活
を
営
む
施
設
と
し
て
市
町
村
が
認
め
る
施
設

る
施
設
と
す
る
。

と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
三

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
三

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
四

子
育
て
短
期
支
援
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
事
業
の

（
新
設
）

実
施
に
よ
る
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
事
故
が

発
生
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
事
実
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
三
十
五

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三
十
五

（
略
）

②

一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
事
業
の
実
施
に
よ
る
事
故
の
発
生
又
は

（
新
設
）

そ
の
再
発
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に

当
該
事
実
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
三
十
九

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三
十
九

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三
十
九
の
二

病
児
保
育
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
事
業
の
実
施
に

（
新
設
）

よ
る
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
事
故
が
発
生
し
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た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
事
実
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
三
十
六
条
の
三
十
九
の
三

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
事

（
新
設
）

業
の
実
施
に
よ
る
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
事

故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
早
期
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
事
業
の
実
施
に
よ

り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
事
実
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条
の
五

法
第
五
十
九
条
の
二
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

第
四
十
九
条
の
五

法
第
五
十
九
条
の
二
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

保
育
す
る
乳
幼
児
に
関
し
て
契
約
し
て
い
る
保
険
の
種
類
、
保
険
事
故
及
び

（
新
設
）

保
険
金
額

八

提
携
し
て
い
る
医
療
機
関
の
名
称
、
所
在
地
及
び
提
携
内
容

（
新
設
）

九

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

（
新
設
）

十

非
常
災
害
対
策

（
新
設
）

十
一

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

第
四
十
九
条
の
七

（
略
）

第
四
十
九
条
の
七

（
略
）

第
四
十
九
条
の
七
の
二

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
設
置
者

（
新
設
）

は
、
当
該
施
設
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ
る
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発

の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
事
実

を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

を
当
該
施
設
の
所
在
地
の
市
町
村
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
児
童
福
祉

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
児
童
福
祉
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に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
及
び
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
及
び
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
児
童
相
談
所

り
、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
児
童
相
談
所

設
置
市
」
と
い
う
。
）
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て

設
置
市
」
と
い
う
。
）
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲

げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三
十
一

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相

第
三
十
六
条
の
三
十
一

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相

第
二
項

談
所
設
置
市
の
長

第
二
項

談
所
設
置
市
の
長

第
三
十
六
条
の
三
十
二

第
三
十
六
条
の
三
十
三

の
四

第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
三

第
三
十
六
条
の
三
十
八

第
二
項

第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
五

第
三
十
六
条
の
四
十

第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
八

第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
九

の
二

第
三
十
六
条
の
四
十

（
略
）

略
）

第
四
十
九
条
の
七

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相

第
四
十
九
条
の
七
第
一

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相

第
四
十
九
条
の
七
の
二

談
所
設
置
市
の
長

項

談
所
設
置
市
の
長

第
一
項

第
五
十
条
の
三

令
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五

第
五
十
条
の
三

令
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五

十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
が
児
童
福

十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
が
児
童
福

祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ

祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ

の
省
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下

の
省
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下

欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
略
）

（
略
）

第
十
条
第
一
項

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
十
条
第
一
項

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
十
一
条

第
十
一
条

第
十
五
条

第
十
五
条

第
十
六
条

第
十
六
条

第
三
十
六
条
の
三
十
二

第
三
十
六
条
の
三
十
三

の
四

第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
三

第
三
十
六
条
の
三
十
八

第
二
項

第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
五

第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
八

第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
九

の
二

（
略
）

（
略
）

第
四
十
九
条
の
七

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
四
十
九
条
の
七
第
一

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
四
十
九
条
の
七
の
二

項

第
一
項

附

則

附

則

第
五
十
六
条

第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

第
五
十
六
条

第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分

、
当
分
の
間
、
同
号
ロ
中
「
を
い
う
。
」
と
あ
る
の
は
「
を
い
う
。
以
下
こ
の
ロ

の
間
、
同
号
ロ
中
「
を
い
う
。
」
と
あ
る
の
は
「
を
い
う
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い

に
お
い
て
同
じ
。
」
と
、
「
修
了
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
修
了
し
た
者
又
は
小

て
同
じ
。
」
と
、
「
修
了
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
修
了
し
た
者
又
は
小
学
校
の

学
校
の
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
教
育
及

教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
教
育
及
び
保
育

び
保
育
に
関
す
る
知
識
、
経
験
等
を
有
す
る
者
と
し
て
市
町
村
長
が
認
め
る
も
の

に
関
す
る
知
識
、
経
験
等
を
有
す
る
者
と
し
て
市
町
村
長
が
認
め
る
も
の
」
と
、

」
と
、
「
半
数
」
と
あ
る
の
は
「
三
分
の
一
」
と
す
る
。

「
半
数
」
と
あ
る
の
は
「
三
分
の
一
」
と
す
る
。

②

法
第
三
十
四
条
の
十
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
乳
幼

②

法
第
三
十
四
条
の
十
三
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
乳
幼
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児
及
び
そ
の
保
護
者
が
相
互
の
交
流
を
行
う
場
所
と
し
て
開
設
さ
れ
た
施
設
又
は

児
及
び
そ
の
保
護
者
が
相
互
の
交
流
を
行
う
場
所
と
し
て
開
設
さ
れ
た
施
設
又
は

駅
周
辺
の
施
設
そ
の
他
の
利
便
性
の
高
い
施
設
に
お
い
て
、
乳
幼
児
を
対
象
に
一

駅
周
辺
の
施
設
そ
の
他
の
利
便
性
の
高
い
施
設
に
お
い
て
、
乳
幼
児
を
対
象
に
一

時
預
か
り
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
一
項

時
預
か
り
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
第
三
十
六
条
の
三
十
五
の
規
定

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

第
五
十
六
条
の
二

第
三
十
六
条
の
三
十
六
の
五
及
び
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
の

（
新
設
）

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
中

の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
す
る

。
第
三
十
六
条
の
三

申
請
事
業
開
始
年
度
に

申
請
事
業
開
始
年
度
に
係
る
も

十
六
の
五

係
る
も
の

の
（
申
請
事
業
開
始
年
度
の
翌

年
度
に
係
る
も
の
が
、
申
請
事

業
開
始
年
度
に
係
る
も
の
を
上

回
つ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
申
請
事
業
開
始
年
度
の
翌
年

度
に
係
る
も
の
）

第
三
十
七
条
の
五

申
請
施
設
事
業
開
始
年

申
請
施
設
事
業
開
始
年
度
に
係

度
に
係
る
も
の

る
も
の
（
申
請
施
設
事
業
開
始

年
度
の
翌
年
度
に
係
る
も
の
が

、
申
請
施
設
事
業
開
始
年
度
に

係
る
も
の
を
上
回
つ
て
い
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
申
請
施
設
事

業
開
始
年
度
の
翌
年
度
に
係
る

も
の
）
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
九
条
の
五
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。


